
 肝  付  町  今  後  の  学  校  の  在  り  ⽅  に  つ  い  て  （⾻  ⼦） 

 肝  付  町  今  後  の  学  校  の  在  り  ⽅  検  討  委  員  会 
 １  ．  現  状  と  課  題  に  つ  い  て 
 （１）  児  童  ⽣  徒  数  の  減  少 
    ⿅  児  島  県  が  公  表  し  た  令  和  ５  年  10  ⽉  １  ⽇  現  在  の  「県  推  計  ⼈  ⼝  及  び  ⼈  ⼝  動  態」 
 に  よ  る  と、  ⿅  児  島  県  全  体  で  肝  付  町  の  推  計  ⼈  ⼝  に  相  当  す  る  ⼈  数  が  １  年  間  で  減  少 
 し  て  い  る。  【参  考  １】 

    肝  付  町  の  児  童  ⽣  徒  の  数  も  減  少  傾  向  に  あ  り、  令  和  ５  年  12  ⽉  １  ⽇  現  在  995  ⼈  の 
 児  童  ⽣  徒  数  は、  １  歳  児  が  ⼩  学  校  の  新  １  年  ⽣  と  な  る  令  和  11  年  度  に  は  786  ⼈  と  な 
 る  こ  と  が  予  想  さ  れ  る。  【参  考  ２‧  ３】          

    【参  考  １】  県  推  計  ⼈  ⼝  及  び  ⼈  ⼝  動  態  （市  町  村  別）ー  令  和  ５  年  10  ⽉  １  ⽇  現  在ー  ⿅  児  島  県  総  合  政  策  局  統  計  課 

   
    【参  考  ２】  児  童  数  の  推  移  （令  和  ５  年  12  ⽉  １  ⽇  現  在） 

 （ ）  内  は  令  和  ５  年  度  の  児  童  数  と  の  ⽐  較  を  表  す。 
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 5,985  6,602  6,722  13,324  74  １  20  -19  24  26  -2  -21  -288 

 学  校  名  ∕  年  度  ５  ６  ７  ８  ９  10  11 

 内  之  浦  ⼩  学  校  50  44 
 (-6) 

 39 
 (-11) 

 39 
 (-11) 

 32 
 (-18) 

 31 
 (-19) 

 31 
 (-19) 

 国  ⾒  ⼩  学  校  56  54 
 (-2) 

 44 
 (-12) 

 39 
 (-17) 

 35 
 (-21) 

 23 
 (-33) 

 19 
 (-37) 

 ⾼  ⼭  ⼩  学  校  464  444 
 (-20) 

 415 
 (-49) 

 404 
 (-60) 

 383 
 (-81) 

 353 
 (-111) 

 342 
 (-122) 

 波  野  ⼩  学  校  23  22 
 (-1) 

 19 
 (-4) 

 14 
 (-9) 

 12 
 (-11) 

 11 
 (-12) 

 ９ 
 (-14) 

 宮  富  ⼩  学  校  53  55 
 (2) 

 61 
 (8) 

 66 
 (13) 

 73 
 (20) 

 72 
 (19) 

 59 
 (6) 

 岸  良  学  園  13  11 
 (-2) 

 ７ 
 (-6) 

 ８ 
 (-5) 

 ８ 
 (-5) 

 ７ 
 (-6) 

 ５ 
 (-8) 

 計  659  630 
 (-29) 

 585 
 (-74) 

 570 
 (-89) 

 543 
 (-116) 

 497 
 (-162) 

 465 
 (-194) 



    【参  考  ３】  ⽣  徒  数  の  推  移  （令  和  ５  年  12  ⽉  １  ⽇  現  在） 

 （ ）  内  は  令  和  ５  年  度  の  ⽣  徒  数  と  の  ⽐  較  を  表  す。 

 （２）  ⼩‧  中  学  校  （義  務  教  育  学  校  を  含  む。  以  下  同  じ。）  の  ⼩  規  模  化 
    ⼩  規  模  校  で  は、  ⼀  ⼈  ⼀  ⼈  の  学  習  状  況  や  学  習  内  容  の  定  着  状  況  を  的  確  に  把  握  で 
 き  き  め  細  か  な  指  導  が  ⾏  い  や  す  い  な  ど  の  メ  リッ  ト  も  あ  る  ⼀  ⽅  で、  複  式  指  導  や  強 
 化  外  指  導  な  ど  の  課  題  を  抱  え  な  が  ら、  学  校  運  営  が  ⾏  わ  れ  て  い  る。 

 ①  ⼩  学  校  に  お  け  る  複  式  指  導  【参  考  ４】 

  ‧  教  員  は、  直  接  指  導  と  間  接  指  導  を  組  み  合  わ  せ、  複  数  の  学  年  を  ⾏  き  来  し  な  が 
       ら  指  導  す  る  こ  と  に  な  る  が、  ⻑  時  間  の  直  接  指  導  （実  験‧  観  察  な  ど）  が  必  要 
       と  な  る  活  動  に  制  限  が  ⽣  じ、  特  別  な  指  導  技  術  が  求  め  ら  れ  る。 
  ‧  兄  弟  姉  妹  が  同  じ  学  級  と  な  る  場  合、  指  導  上  の  制  限  が  ⽣  じ  る  可  能  性  が  あ  る。 

 ②  中  学  校  に  お  け  る  教  科  外  指  導  等 
  ‧  経  験  年  数、  専  ⾨  性  な  ど  バ  ラ  ン  ス  の  取  れ  た  教  員  配  置  や  そ  れ  を  活  か  し  た  指  導 
       の  充  実  が  難  し  く、  免  許  外  指  導  の  教  科  が  ⽣  ま  れ  る  可  能  性  が  あ  る。  【参  考  ５】 

    ‧  部  活  動  の  部  員  や  指  導  者  の  確  保  が  難  し  い。  【参  考  ６】 

    【参  考  ４】  学  級  数  （特  別  ⽀  援  学  級  を  除  く。）  の  推  移 

             （注  意）  特  別  ⽀  援  学  級  の  設  置  状  況  に  よっ  て  は  学  級  数  に  変  動  が  あ  り  ま  す。 
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 学  校  名  ∕  年  度  ５  ６  ７  ８  ９  10  11 

 内  之  浦  中  学  校  31  34 
 (3) 

 34 
 (3) 

 26 
 (-5) 

 25 
 (-6) 

 23 
 (-8) 

 24 
 (-7) 

 国  ⾒  中  学  校  33  30 
 (-3) 

 29 
 (-4) 

 27 
 (-6) 

 31 
 (-2) 

 32 
 (-1) 

 29 
 (-4) 

 ⾼  ⼭  中  学  校  231  251 
 (20) 

 269 
 (38) 

 260 
 (29) 

 256 
 (25) 

 244 
 (13) 

 257 
 (26) 

 波  野  中  学  校  34  19 
 (-15) 

 15 
 (-19) 

 15 
 (-19) 

 17 
 (-17) 

 12 
 (-22) 

 ６ 
 (-28) 

 岸  良  学  園  ７  ８ 
 (1) 

 10 
 (3) 

 ８ 
 (1) 

 ４ 
 (-3) 

 ３ 
 (-4) 

 ５ 
 (-2) 

 計  336  342 
 (6) 

 357 
 (21) 

 336 
 (0) 

 333 
 (-3) 

 314 
 (-22) 

 321 
 (-15) 

 学  校  名  ∕  年  度  ５  ６  ７  ８  ９  10  11 

 内  之  浦  ⼩  学  校  ５  ５  ４  ５  ４  ４  ４ 

 国  ⾒  ⼩  学  校  ６  ６  ５  ４  ５  ３  ３ 

 ⾼  ⼭  ⼩  学  校  17  17  16  15  14  13  12 

 波  野  ⼩  学  校  ３  ３  ３  ３  ３  ３  ３ 

 宮  富  ⼩  学  校  ４  ５  ５  ６  ６  ６  ６ 

 岸  良  学  園  ２  ２  ２  ２  ２  ２  ２ 



    【参  考  ５】  教  科  外  指  導  の  状  況  （令  和  ５  年  度）    

               

                                                                   ○  ：  常  勤、  △  ：  ⾮  常  勤、  空  欄  ：  教  科  外  指  導 

    【参  考  ６】  部  活  動  の  状  況  （令  和  ５  年  度） 

   

    ○  ：  活  動  中、  ●  ：  活  動  中  （合  同  チー  ム）、  ◎  ：  地  域  移  ⾏  済  み、  △  ：  休  部  中    

 ２  ．  今  後  の  在  り  ⽅  に  つ  い  て 
 （１）  基  本  な  考  え  ⽅ 
       ①  望  ま  し  い  学  校  規  模 
        ‧ 
        ‧ 

 【参  考】  学  校  教  育  法  施  ⾏  規  則  （昭  和  ⼆  ⼗  ⼆  年  ⽂  部  省  令  第  ⼗  ⼀  号）  抜  粋 
 第  四  ⼗  ⼀  条     ⼩  学  校  の  学  級  数  は、  ⼗  ⼆  学  級  以  上  ⼗  ⼋  学  級  以  下  を  標  準  と  す  る。  た  だ  し、  地  域  の  実  態    
    そ  の  他  に  よ  り  特  別  の  事  情  の  あ  る  と  き  は、  こ  の  限  り  で  な  い。 
 第  七  ⼗  九  条     第  四  ⼗  ⼀  条  か  ら  第  四  ⼗  九  条  ま  で、  第  五  ⼗  条  第  ⼆  項、  第  五  ⼗  四  条  か  ら  第  六  ⼗  ⼋  条  ま  で    
    の  規  定  は、  中  学  校  に  準  ⽤  す  る。  （略） 
 第  七  ⼗  九  条  の  三     義  務  教  育  学  校  の  学  級  数  は、  ⼗  ⼋  学  級  以  上  ⼆  ⼗  七  学  級  以  下  を  標  準  と  す  る。  た  だ  し、 
    地  域  の  実  態  そ  の  他  に  よ  り  特  別  の  事  情  の  あ  る  と  き  は、  こ  の  限  り  で  な  い。 
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 学  校  名  ∕  教  科 
 国 
 語 

 社 
 会 

 数 
 学 

 理 
 科 

 ⾳ 
 楽 
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 内  之  浦  中  学  校  ○  ○  ○  ○  ○  △  ○  △  ○ 

 国  ⾒  中  学  校  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○ 

 ⾼  ⼭  中  学  校  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○ 

 波  野  中  学  校  ○  ○  ○  ○  ○  ○  △  ○ 

 岸  良  学  園  ○  ○  ○  ○  ○  ○ 

 学  校  名 
    ∕  競  技  名  等 

 空 
 ⼿ 
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 ｜ 
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 楽 

 内  之  浦  中  学  校  △  ● 

 国  ⾒  中  学  校  ◎  ● 

 ⾼  ⼭  中  学  校  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ●  ○  ○ 

 波  野  中  学  校  ●  ○ 

 岸  良  学  園  ○ 



       ②  望  ま  し  い  通  学  距  離 
        ‧ 
        ‧ 

 【参  考】  義  務  教  育  諸  学  校  等  の  施  設  費  の  国  庫  負  担  等  に  関  す  る  法  律  施  ⾏  令  （昭  和  三  ⼗  三  年  政  令  第  百  ⼋ 
 ⼗  九  号）  抜  粋 
 （適  正  な  学  校  規  模  の  条  件） 
 第  四  条     法  第  三  条  第  ⼀  項  第  四  号  の  適  正  な  規  模  の  条  件  は、  次  に  掲  げ  る  も  の  と  す  る。 
 ⼀     学  級  数  が、  ⼩  学  校  及  び  中  学  校  に  あ  つ  て  は  お  お  む  ね  ⼗  ⼆  学  級  か  ら  ⼗  ⼋  学  級  ま  で、  義  務  教  育  学  校 
    に  あ  つ  て  は  お  お  む  ね  ⼗  ⼋  学  級  か  ら  ⼆  ⼗  七  学  級  ま  で  で  あ  る  こ  と。 
 ⼆     通  学  距  離  が、  ⼩  学  校  に  あ  つ  て  は  お  お  む  ね  四  キ  ロ  メー  ト  ル  以  内、  中  学  校  及  び  義  務  教  育  学  校  に  あ 
    つ  て  は  お  お  む  ね  六  キ  ロ  メー  ト  ル  以  内  で  あ  る  こ  と。 

 （２）  学  校  規  模  の  適  正  化  に  向  け  て  配  慮  す  べ  き  こ  と 
       ①  ス  ケ  ジュー  ル 
        ‧ 
        ‧ 

       ②  地  域  と  学  校  と  の  関  係 
        ‧ 
        ‧ 
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